
令和６年度
第３回日進市都市計画審議会
（都市マスタープランの中間見直しについて）

令和７年３月１９日
都市整備部都市計画課
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中間見直しについて

１．日進市都市マスタープランの概要

２．見直しの方針

３．見直しのスケジュール

４．これまでの取り組み
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１．日進市都市マスタープランの概要
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１）都市計画マスタープランとは

住民に最も近い立場にある市町村が、住民の意見を反映し、まちづくり
の将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像を示すとともに、地域
別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動等を支える
諸施設の計画等を総合的に定め、市町村自らが定める都市計画の指針と
しての役割を果たすものです
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２）都市計画マスタープランの位置付け
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３）都市計画マスタープランの構成
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４）全体構想
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①快適性の高い持続可能な都市づくり

②産業活力のある都市づくり

③ふれあいにぎわう都市づくり

④安全安心な都市づくり

⑤環境に優しい都市づくり



４）全体構想
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４）全体構想
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分野 都市づくりの方針



５）地域別構想
地域別構想は、全体構想で示した都市づくりの方針等を受け、地域の特

性やニーズに応じ、市民と行政との協働による身近なまちづくりの取組み
を加え、地域らしさのあるまちづくり方針を定めています
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。



５）地域別構想
地域別構想は、全体構想で示した都市づくりの方針等を受け、地域の特

性やニーズに応じ、市民と行政との協働による身近なまちづくりの取組み
を加え、地域らしさのあるまちづくり方針を定めています

11
。



６）計画の推進に向けて
①協働による都市づくりの推進
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これまで以上に市民、地域、団体、事業者等と行政が、お互いの特性を認識・
尊重し合い、対等な立場で共通する領域の課題の解決に向けて協力し取り組
む必要があります

市民の役割

市民は、広報誌やホーム
ページ等を活用し、都市づく
りに関する情報を収集し、各
種計画づくりや都市づくりの
実践の場へ参加することに
より、都市づくりの取組に計
画段階から参画し、都市や
地域の課題を解決する主体
の一員としての役割を担い
ます。

市民の役割

市民は、広報誌やホーム
ページ等を活用し、都市づく
りに関する情報を収集し、各
種計画づくりや都市づくりの
実践の場へ参加することに
より、都市づくりの取組に計
画段階から参画し、都市や
地域の課題を解決する主体
の一員としての役割を担い
ます。

地域・団体・事業所等
の役割

地域の活動を通じて、地
域の課題は、地域が主体と
なって自らで解決していく自
立的な都市づくりを進めます。

また、公共空間の活用や
維持・管理等にあたり、民間
主体の活動や取組の促進、
民間の資金やノウハウの活
用についても検討し、民間
活力を活かした公民連携に
よる都市づくりを推進してい
きます。

地域・団体・事業所等
の役割

地域の活動を通じて、地
域の課題は、地域が主体と
なって自らで解決していく自
立的な都市づくりを進めます。

また、公共空間の活用や
維持・管理等にあたり、民間
主体の活動や取組の促進、
民間の資金やノウハウの活
用についても検討し、民間
活力を活かした公民連携に
よる都市づくりを推進してい
きます。

行政の役割

市は、市民をはじめ多様
な主体との協力、連携を深
めていくとともに、総合的か
つ効率的なまちづくりを着実
に推進する必要があります。

また、地域別構想や地域
別ワークショップでのまちづ
くりの取組みアイデアを広く
周知すること等により、市民
等の自発的な取組を促進し
ます。

行政の役割

市は、市民をはじめ多様
な主体との協力、連携を深
めていくとともに、総合的か
つ効率的なまちづくりを着実
に推進する必要があります。

また、地域別構想や地域
別ワークショップでのまちづ
くりの取組みアイデアを広く
周知すること等により、市民
等の自発的な取組を促進し
ます。



２．見直しの方針
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１）都市マスタープランの見直し

【背景・目的】
現行計画策定から計画期間の半期を迎え、様々な社会

情勢の変化や現況特性の変化が生じています。また、本市

においては立地適正化計画や公共施設再編計画等、新た

な計画策定に着手しており、農業振興地域整備計画等、一

部関連計画についても改定されています。

これらに加え、都市マスタープランにおける将来フレーム

について、本市では、令和６年１２月に特定生産緑地制度

の開始を受け、現行計画策定時に保留フレームとなってい

た人口フレームの再検討や都市計画基礎調査等の更新に

伴い、産業フレームを再検討する必要があります。

以上を踏まえ、現状に即し、計画の実行性を高めることを

目的として、見直しを行うものです。
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２）見直しの概要

前述の【背景・目的】を踏まえ、現行計画の内容を基本とし

つつ、下記【主な見直し箇所】について、更新・見直しを行い、

目標年次となる令和１２年度までを見据えた際に対応が必要

となる箇所について、見直しを行います。

【主な見直し箇所】
・現況特性

・現況特性の更新に伴う都市づくり上の課題・基本目標

・生産緑地制度開始等に伴う人口フレーム

・都市計画基礎調査等の更新による産業フレーム

・将来都市構造図

・都市づくりの方針

・地域別構想

・計画の目標値
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３）庁内外検討体制

※都市計画審議会
市議会議員 ３名
学識経験者 ５名
行政関係機関職員 １名
市民公募 ２名
臨時委員 ４名
オブザーバー（県職員） １名
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※土地利用会議
副市長（会長）
総合政策部長
総合政策部調整監
総務部長
総務部参事
生活安全部長
福祉部長
健康こども部長
都市整備部長
都市整備部参事
産業政策部長
産業政策部参事
生涯学習部長
学校教育部長
技監

企画政策課長
防災交通課長
環境課長
都市計画課長
道路建設課長
土木監理課長
区画整理課長
下水道課長
産業振興課長
基幹施設整備課長
農政課長

※土地利用研究会
企画政策課
財務政策課
防災交通課
環境課
地域福祉課
子育て支援課
都市計画課
道路建設課
土木管理課
区画整理課
下水道課
産業振興課
基幹施設整備課
農政課
学校教育課



３．見直しのスケジュール
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１）見直しのスケジュール
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開催時期 都市マス見直し 立地適正化計画策定

令和７年３月１９日

見直しの背景・目的
現行計画の概要
これまでの取り組み
策定体制
今後のスジュール等

策定の背景・目的
計画の概要
これまでの取り組み
策定体制
今後のスジュール等

令和７年６月頃
現況特性
将来フレームの算出結果等

現況分析と課題の整理
都市構造と都市拠点について等

令和７年８月頃
都市づくり上の課題・基本目標、
都市づくりの方針、将来都市
構造図、地域別構想等

都市づくりの目標

居住誘導区域、都市機能誘導区域
の設定
誘導施設の検討

令和７年１１月頃
将来都市構造図、地域別構想、

目標値と計画の進行について
等

誘導施策
防災指針の検討
目標値の設定と計画の進行

令和７年１２月頃
全体計画の提示
（パブリックコメント前）

全体計画の提示
（パブリックコメント前）

令和８年２月頃
全体計画の提示
（パブリックコメント後）

全体計画の提示
（パブリックコメント後）

２）都市計画審議会開催予定
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４．これまでの取り組み
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１）ワークショップの実施
１１月１７日(日)のにっしん市民まつりにてワークショップ「わたしのにっしん」を実施。
居住する小学校区の「良いところ」と「あったら良いもの・こと」を付箋に書いて
木の枝葉に貼ってもらい、にっしんの木を作成しました。参加者：３２１名

【良いところ】
・歩道が広くて安全（梨の木小区）
・店がたくさんある（赤池小区）
・自然がたくさんある（相野山小区）
・住宅街が静か（西小区）
・地域の人が優しい（東小区）
・子育て環境が整っている（竹の山小区）

【あったら良いもの・こと】
・近くに大きな公園があればいいな（南小区）
・人が楽しめる施設の充実（赤池小区）
・移動しやすい、働きやすい環境（西小区）
・自然をたくさん残したい（東小区）
・岩崎城の桜、お祭りが残っていてほしい（北小区）
・街がきれいなままがよい（香久山小区）
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